
① 作業許可申請書記入例 

16 規則第 61 条の申請書の様式                                                      

保安林（保安施設地区）内○○○○許可申請書

                                                                         年  月  日   

    都道府県知事 殿                                                                    

                                            住 所 

                          申請者 氏名  法人にあっては、名               

                                                         称及び代表者の氏名             

  次の森林（土地）において次のように立竹を伐採（立木を損傷、家畜を放牧、下草、落葉又は落

枝を採取、土石又は樹根を採掘、開墾、土地の形質を変更）したいので許可されたく、森林法第 34

条第２項(第 44 条において準用する同法第 34 条第 2 項)の規定によりその許可を申請します。 

 森林（土地）の所在場所  益田市美都町坂井川１２３４、２３４５  ※１

保安林（保安施設地区）の指定の

目的 

 水源の涵養 ※２

行  為  の  方  法 土地の形質の変更 

間伐作業道の開設 ※３

保安林内開設延長 L=1230m 面積 A=0.2345ha ※４

期     間 始  期  〇〇年４月１５日 ※５

終  期 〇〇年４月１４日 ※６

備       考  工期 

 〇〇年 7 月３１日完了予定 

 担当：株式会社益田農林 事業部 〇〇 

 連絡先：TEL 0856-31-9589 

注意事項 

  １ 申請書は、行為を行うべき箇所ごとに作成すること。 

  ２ 行為の方法欄には、次の事項を記載すること。 

  (1) 立竹の伐採にあっては、伐採面積、伐採する立木の年齢及び束数並びに伐採跡地の取扱い 

  (2) 立木の損傷にあっては、損傷の目的、損傷する立木の樹種、年齢、本数及び面積並びに損 

傷後の取扱い 

    (3) 家畜の放牧にあっては、放牧面積、家畜の種類及び頭数並びに管理方法 

  (4) 下草、落葉又は落枝の採取にあっては、採取物の種類及び数量並びに採取方法 

  (5) 土石又は樹根の採掘にあっては、採掘の目的、種類（土石の採掘の場合に限る。）、面積、 

    方法及び数量、採掘設備、土地の形質の変更の状況並びに採掘後の取扱い 

  (6) 開墾にあっては、開墾の目的、面積及び方法、土地の形質の変更の状況並びに開墾地に係 

る使用目的達成後の取扱い 

  (7) 土石及び樹根の採掘並びに開墾以外の土地の形質を変更する行為にあっては、変更の目的、 

    行為の種類、内容及び面積、土地の形質の変更の状況、施行設備並びに行為地に係る使用目 

      的の達成後の取扱い 

 ３ 面積を記載する場合は、実測又は見込みにより、ヘクタールを単位とし、小数第４位まで記 

載すること。 

 ４ 添付する森林の位置図及び区域図の様式は、規則第 48 条第１項の申請書の様式のイの申請書

に添付する森林の位置図及び区域図の様式に準ずること。 





事 業 計 画 の 概 要

行為の方法

目   的 作業道の開設 

行為の種類 土地の形質の変更 

行為の内容 

開設延長 1340m、車道幅員 2.0m、最急勾配

20.0％ 

切土   646m 

盛土   642m 

残土処分  4m 

排水工  杉丸太による簡易横断溝 21 カ所 

〇〇年～〇〇年度 間伐予定面積 8.5500ha※7

面   積 0.6700ha （全幅員 5.0m×延長 1340m） 

土地の形質 

の変更 

切 土 土砂は 1:0.6 勾配で掘削する。 

盛 土 

 1:1.5 を原則とし、地形上やむを得な

い場合は 1:1.2 として法尻に丸太組工

を施行し、崩壊流出を防止する。 

残 土 路面整形に使用する。※８

排 水 

素掘側溝により排出し、必要な箇所に簡

易横断溝を設置して排水する。 

施工設備 「行為の内容」欄、事業設計図に記載 

行為地に係

る使用目的

の達成後の

取扱 

工事完了後は、株式会社益田農林が維持管理す

る。期間満了後は林地に復旧する。 

期間 

始期 〇〇年４月１５日 

終期 〇〇年４月１４日 

 備 考 

連絡先 

  株式会社益田農林 担当：〇〇 

  〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 

※７ 申請後の施業計画を簡潔に記入してください。

※８ 実際の残土処理の方法を記入してください。土地の整形等に使用しない場合は、保安林区域

   外へ搬出して処理を行ってください。



③伐採届記入例 

15 規則第 60 条第２項の届出書の様式 

保安林（保安施設地区）内立木伐採届出書

                                                              年  月  日 

 都道府県知事 殿                                                                     

益田市昭和町１３－１ 

                                       住所     株式会社 益田農林 

                                      届出人氏名   代表取締役 益田太郎                

 次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法施行規則第 60 条第２項の規定により届け出ま

す。 

 保安林（保安施設地区）

 の指定の目的 

水源の涵養   ※２

 森 林 の 所 在 場 所 益田市美都町坂井川１２３４、２３４５  ※１

伐 採 の 目 的 間伐作業道開設に伴う支障木の伐採のため  ※９ 

伐採を開始する日及び

伐 採 を 終 了 す る 日

〇〇年４月１５日 

   ～ 

〇〇年３月３１日  ※１０

伐 採 面 積０．６７００ ha 

伐採の方法（皆伐・択伐

・間伐の別）並びに伐採

する立木の樹種及び年

齢 

皆伐 

スギ、ヒノキ ２５～５０年生 

備         考

注意事項

 １ 伐採面積は、ヘクタールを単位とし、小数第４位まで記載すること。

２ 備考欄は、規則第 60 条第１項第６号、第８号及び第９号の届出に係る立木の伐採をしようとする

場合に、次の事項を記載すること。

 (1) 皆伐による伐採をしようとする場合にあっては、植栽によらなければ的確な更新が困難と認めら

れる伐採跡地の面積

 (2) 伐採跡地について行う植栽の時期

 ３ 規則第 60 条第１項第７号の規定による届出を行う場合、森林法第 11 条第５項の認定に係る森林

経営計画（以下「森林経営計画」という。）に基づく森林施業に必要な設備を設置するための立木

の伐採については、当該森林経営計画の写しが添付されている場合に限り、当該森林経営計画の計

画期間内の立木の伐採について、次により一括して記載することができる。

 (1) 森林の所在場所欄には、森林経営計画に基づき森林施業を行う森林の所在場所を記載すること。

 (2) 伐採の目的欄には、「森林経営計画に基づき行う林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設



置するため」と記載すること。

 (3) 伐採を開始する日及び伐採を終了する日欄には、立木を伐採して設置する設備ごとに、当該設備

並びに当該設備を設置するための伐採を開始する日及び伐採を終了する日を記載すること。ただし、

添付されている森林経営計画によって当該設備を設置するための立木の伐採の時期が明らかな場合

（森林法第 34 条第２項の許可を要する土地の形質の変更を伴う設備を設置するための立木の伐採

をする場合を除く。）には、「添付する森林経営計画に記載されている当該設備を設置する森林に

ついての伐採等の時期のとおり」と記載することができる。

 (4) 伐採面積欄は、添付されている森林経営計画及び図面によって明らかな場合には、記載を省略す

ることができること。

 (5) 伐採の方法（皆伐、択伐、間伐の別）並びに伐採する立木の樹種及び年齢欄は、添付されている

森林経営計画によって明らかな場合には、記載を省略することができること。

 (6) 備考欄には、森林経営計画の計画期間を記載すること。 

 ４ 添付する森林の位置図及び区域図の様式は、規則第 48 条第１項の申請書の様式のイの申請書に添

付する図面の様式に準ずること。

※９  目的に応じて記載してください 

    （例）作業許可に伴う伐採の場合･･･電柱の設置のためなど 

       危険木伐採の場合･･･住宅（高圧送電線等）の接近木伐採のためなど 

※１０ 伐採開始日の２週間前までに提出してください。申請日が４月１日の場合、伐採は 

    ５日以降から可能です。伐採期間は伐採開始年度の３月３１日までです。


